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お
尋
ね
の
「
空
き
家
に
し
て
お
く
意
向
の
所
有
者
」
に
対
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体
と
も
連
携
し
て
、
空
家
等
対
策
の
推

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
空
家
等
対
策
の
推
進

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
空
家
等
管
理
活
用
支
援

法
人
に
よ
る
相
談
対
応
や
意
識
啓
発
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
空
家
等
の
適
切

な
管
理
及
び
そ
の
活
用
を
促
し
て
ま
い
り
た
い
。 


